
 

 
 

「高松空港ＩＬＳ高カテゴリー化事業」の令和８年度予算 

に向けた国の新規事業採択時評価手続き等の着手について 
 
１ 概 要 

     本日、国土交通省から、「高松空港ＩＬＳ高カテゴリー化事業（※）」が令和８年度予算の新規

事業の候補となり、新規事業採択時評価手続き等に着手するとの記者発表が別添のとおり行われ

ました。 
   この公表は、新規事業の採択を示すものではありませんが、今後、開催予定の、学識経験者か

ら構成される国の第三者委員会において順調に評価されれば、同事業が同省の令和８年度の新規

事業として採択されるものです。 
   

※ ＩＬＳ高カテゴリー化（ＩＬＳカテゴリーⅢ化）に係る工事の概要 

   ＩＬＳ高カテゴリー化事業（ＩＬＳカテゴリーⅢ化）では、着陸前に精度の高い高度情報を入

手するため、航空機から電波を発射して地上からの高度を測定する必要があることから、高松空

港の東側に電波高度計用地を新たに設置します。 
   また、現在、空港に設置されているローカライザー（電波により最終進入中の航空機に滑走路

の中心を示す装置。空港西側）、グライドスロープ（電波により最終進入中の航空機に適切な進入

角を示す装置。空港東側）について、ＩＬＳカテゴリーⅢ対応の装置に更新します。 
   さらに、滑走路などの航空灯火や電源設備、滑走路視距離観測装置等をＩＬＳカテゴリーⅢに

対応する設備に更新します。 
 

   現在は、着陸時に、滑走路視距離が550ｍ以上であることに加え、地上60メートルで滑走路や

灯火が見えなければ着陸をやり直す必要がありますが、ＩＬＳカテゴリーⅢ化後は、滑走路視距

離が50ｍ以上であれば、濃霧による低視程時でも自動操縦により安全に着陸ができるようになり

ます。 

 
２ 知事コメント 

  長年、高松空港においては、霧などによるダイバートや欠航などの課題がありましたが、「高松

空港ＩＬＳ高カテゴリー化事業」の採択に向けた手続きが着手されたことによって、ようやく解

決に向けて進みだすことを大変喜ばしく思います。今後は、早期の完成に向けて、国と協力して

取り組んでまいりたい。 

令和８年３月１３日（金） 

交流推進部空港振興課 

嶋本、𠮷井、中村、住江（内線2221） 

直通ダイヤル：087-832-3132 
 



 
令和８年３月１３日 

国 土 交 通 省 

 令和８年度予算に向けた新規事業採択時評価手続き等の着手について 

国土交通省では、令和８年度予算に向けて、新規事業採択時評価の手続き等に着手し、 

地方負担の負担者である都道府県等への意見聴取を開始します。 

国土交通省では、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、

新規事業採択時評価を実施することとしています。 

今般、令和８年度予算に向けて、別紙に掲げる新規事業候補箇所について、地方負担の

負担者である都道府県等への意見聴取を開始し、新規事業採択時評価の手続き等に着手し

ましたので、お知らせします。 

今後、都道府県等の他に学識経験者等の第三者から構成される委員会等の意見も聴き、

評価結果をとりまとめる予定です。 

※なお、当該発表は、令和８年度予算における新規事業の採択可否をお知らせするもので

はありません。 

 

（添付資料）別紙 新規事業化候補箇所等一覧 

 

（事業評価制度について）https://www.mlit.go.jp/tec/hyouka/public/index.html 

 
＜問合せ先＞ 

事業評価制度について 

大臣官房技術調査課       課長補佐     西上    代表 03-5253-8111（内線 22339） 

                                直通 03-5253-8219 

大臣官房公共事業調査室      調整官    笠井    代表 03-5253-8111（内線 24294） 

                                                          直通 03-5253-8258 

個別事業について 

○河川事業、砂防事業、地すべり対策事業 

  水管理・国土保全局河川計画課 課長補佐    山川    代表 03-5253-8111（内線 35353） 

                                                        直通 03-5253-8443 

○道路事業（新規事業化候補箇所の関係） 

  道路局国道・技術課      企画専門官   大西    代表 03-5253-8111（内線 37832） 

                                                        直通 03-5253-8492 
 
  ○道路事業（有料道路事業の手続き着手箇所の関係） 

  道路局高速道路課       企画専門官   大谷    代表 03-5253-8111（内線 38352） 

                                                       直通 03-5253-8490 

○港湾整備事業 

港湾局計画課         課長補佐    西田     代表 03-5253-8111（内線 46329） 

直通  03-5253-8668 

〇空港整備事業（航空保安システム） 

航空局交通管制部交通管制企画課  課長補佐   松川、中山  代表  03-5253-8111（内線 51102） 

直通   03-5253-8739 

https://www.mlit.go.jp/tec/hyouka/public/index.html
https://www.mlit.go.jp/tec/hyouka/public/index.html


別紙

１．新規事業化候補箇所
【河川事業】

事業名 都道府県等

小丸川総合水系環境整備事業
 お まる がわ

宮崎県

【砂防事業】

事業名 都道府県等

瀬野
   せの

川
がわ

水系直轄砂防事業 広島県

【地すべり対策事業】

事業名 都道府県等

手
 て

稲山
いねやま

地区
   ちく

直轄地すべり対策事業 北海道

【道路事業】

事業名 都道府県等

一般国道40号　北海道
ほっかいどう

縦貫自動車道　中川天塩
なかがわてしお

道路 北海道

一般国道4号　白石
しろいし

南
みなみ

拡幅 宮城県

一般国道4号　古川
ふるかわ

高
たか

清水
しみず

拡幅 宮城県

一般国道21号　宮浦
みやうら

拡幅 岐阜県

一般国道8号　彦根
ひこね

東近江
ひがしおうみ

バイパス（Ⅰ期） 滋賀県

一般国道2号　福山
ふくやま

道路（笠岡西
かさおかにし

～長和
ながわ

） 岡山県、広島県

一般国道55号　牟岐
むぎ

海部
かいふ

道路 徳島県

【港湾整備事業】

事業名 都道府県等

三島川之江港
みしまかわのえ

金子
かねこ

地区複合一貫輸送ターミナル整備事業 愛媛県

博多
はかた

港箱崎
はこざき

ふ頭地区複合一貫輸送ターミナル整備事業 福岡市

【空港整備事業】（航空保安システム）

事業名 都道府県等

高松
たかまつ

空港ＩＬＳ高カテゴリー化事業 香川県

２．有料道路事業の手続き着手箇所
【道路事業】

事業名 都道府県等

 一般国道57号　中
な か

九州
きゅうしゅう

横断道路（大津西
お お づ に し

～下硯川
し も す ず り か わ

） 熊本県、熊本市


